
業種区分ごとの
＝ 再商品化義務量 ×

（Ａ）
[主務大臣の公表数値

により算定可]

<表７>

※複数の業種で事業を実施している事業者の再商品化義務量は、上式に基づく業種区分ごとの量の合計量となる。

(１)業種区分ごとの再商品化義務量（Ａ）　　→「Ⅲ(1) 」参照

(２)個々の特定事業者の当該業種における容器包装廃棄物の排出見込量（Ｂ）

（Ｂ）＝ －
当該量のうち自ら又
は他者への委託によ
り回収する量

－
その他容器包装廃棄物として
排出されない量

（Ｂ）＝ －
当該量のうち自ら又
は他者への委託によ
り回収する量

× （100-事業系比率）（％）

<表６>

Ⅱ．量、比率等の設定方法

　本資料中に示す具体的な量、比率等は、

　の２つの基礎調査によって得られたデータ等を基に設定した。

※ただし、ＰＥＴボトルについては「実態調査」から得られたデータのみを利用した。

　また、全ての量、比率等は、昨年と同様に２年移動平均値を最終数値とした。

[主務大臣が公表]

当該年度において販売
する商品に用いる又は
製造等する容器包装の
量

個々の特定事業
者の業種ごとの
再商品化義務量

容器包装廃棄物の排出見込量（Ｂ）

当該業種全体の
容器包装廃棄物の排出見込量（Ｃ）

再商品化義務量の算定に係る量、比率等について

[主務省令で定める方法により個々の特定事業者が算定]

個々の特定事業者の

Ⅰ．個々の特定事業者の業種区分ごとの再商品化義務量は、ガラス製容器（無色、茶色及びその他
の色）、飲料又はしょうゆ用のＰＥＴボトル（以下「ＰＥＴボトル」という。）、紙製容器包装、
プラスチック製容器包装の６種類の「特定分別基準適合物」ごとに、業種区分ごとの再商品化義務
量（Ａ）に、以下の比率（Ｂ／Ｃ）を乗じることにより、算定される。

・「容器包装廃棄物分類調査」（環境省による調査。以下「分類調査」という。）

[個々の特定事業者が算定]

…主務省令や、主務大臣が定める数値等により、機械的に算出される。

当該年度において販売
する商品に用いる又は
製造等する容器包装の
量

・「容器包装利用・製造等実態調査」（主務省５省による総務省承認統計調査（経済産業省及び農林水産
省が事務手続き）。以下「実態調査」という。）

※再商品化義務量とは、個々の特定事業者が再商品化の義務を負う「特定分別基準適合物」の量であり、
概念的には家庭から排出された容器包装廃棄物のうち、分別収集・再商品化されるものに相当する。

　個々の特定事業者の当該業種における容器包装廃棄物の排出見込量(Ｂ)は、主務省令で規定される自主
算定方式、又は簡易算定方式（自主算定方式ができない場合に限る）のいずれかの算定方法により、個々
の特定事業者が自ら算出する。

①自主算定方式
　用いる又は製造等する容器包装の量から、
  ａ．自ら回収する量等
  ｂ．その他容器包装廃棄物として排出されない量
を差し引いた量を排出見込量（Ｂ)とする。

②簡易算定方式
　用いる又は製造等する容器包装の量から自ら回収する量等を差し引いた量に、（100－事業系比率）
（％）を乗じた量を(Ｂ)とする。
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Ⅲ．業種区分ごとの再商品化義務量の算定

(１)業種の区分ごとの再商品化義務量(Ａ)の算定方法
　　業種の区分ごとの再商品化義務量は、各年度ごとに以下のように算定される。

① ②

(=122.016万㌧）

(=77.184万㌧）

第11条第3項 ③ 再商品化義務総量（Ｆ）<表１>

×
【容器と包装に按分】

第11条第2項第1号 ④

×
【業種区分ごとに按分】

⑤

×
【ある業種区分について利用事業者と製造事業者に按分】

⑥

⑦

※１： 排出量は販売額の比率で補正

※２： 容器製造等事業者については、⑥が（１－⑥）の比率に置き換わる。

(＝356,068㌧)

…容器利用食料品製造業種と食料品
製造業種に容器を出荷する製造業種
の販売額の比率（利用事業者分）

第11条第2項第2号ｲ
※１

第11条第2項第2号ﾛ
※２

…容器の排出量のうち、食料品製造
業種（容器利用食料品製造業種と食
料品製造業種に容器を出荷する容器
製造業）の割合を、排出量、販売額
を基に算出

業種別特定容器利用事業者比率
（Ｊ）<表５>

容器利用食料品製造業種が負担すべきプラス
チック製容器の再商品化義務量

（特定事業者により再商品化されるべき
量に限る。）

◎特定事業者責任比率　　　　　(×96%)

いずれか少ない量

（以下、モデルケースとして、平成20年度において、特定容器利用食料品製造業種が
負うべき特定分別基準適合物(プラスチック製容器)についての再商品化義務量を算
出。）

◎環境大臣が定める平成20年度の分別収
集総量　　　　　　　　　　　(80.4万㌧)

◎再商品化計画に定める平成20年度の再商品
化見込量　　　　　　　　　　　　　　　(127.1万㌧)

◎特定事業者責任比率（Ｄ）　(×96%)

◎前年度からの繰越量（Ｅ）　(＋0万㌧)

(77.184万㌧)

…ガラスびん、ＰＥＴボトルについ
ては、包装はないため100%。

(×96.45%)

(×51.77%)

業種別比率（Ｉ）　　　　<表４>

(×92.39%)

特定容器比率（Ｇ）　<表３>
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（２）再商品化計画案及び分別収集計画

＜ 再商品化計画案（再商品化見込量） ＞
（単位：千トン）

業種の区分 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

ガラスびん（無色） １８０ １８０ １８０ １８０ １８０

ガラスびん（茶色） １６０ １７０ １７０ １７０ １７０

ガラスびん（その他の色） １３０ １３０ １３０ １３０ １３０

ＰＥＴボトル ３７０ ３８４ ３８４ ３８５ ３８６

紙製容器包装 ３５６ ３５６ ３５６ ３５６ ３５６

プラスチック製容器包装 １２７１ １２９１ １２９１ １２９３ １２９３

＜ 分別収集計画量 ＞
（単位：千トン）

業種の区分 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

ガラスびん（無色） ３５９ ３５９ ３５８ ３５７ ３５６

ガラスびん（茶色） ３０９ ３０９ ３０８ ３０８ ３０７

ガラスびん（その他の色） １８３ １８４ １８４ １８４ １８４

ＰＥＴボトル ３０３ ３１２ ３２４ ３３２ ３４０

紙製容器包装 １４６ １５３ １６１ １６８ １７１

プラスチック製容器包装 ８０４ ８５８ ９４５ ９７８ １００４
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（３）特定事業者責任比率（Ｄ）及び再商品化義務総量（Ｆ）

＜ 表  1 ＞

特定分別基準適合物

H20年度の分
別収集見込総
量(ｱ)（見込

み）

H20年度の再
商品化見込総

量(ｲ)

(ｱ)､(ｲ)のう
ちいずれか少
ない量（見込
み）を基礎と
して算出した

量

特定事業者責
任比率（Ｄ）

H20年度の再
商品化義務総

量（Ｆ）

千㌧ 千㌧ 千㌧ ％ トン

1.ガラスびん（無色） 359 180 180 93 167,400

2.ガラスびん（茶色） 309 160 160 75 120,000

3.ガラスびん（その他の色） 183 130 130 90 117,000

4.ＰＥＴボトル 303 370 303 100 303,000

5.紙製容器包装 146 356 33* 96 31,680

6.プラスチック製容器包装 804 1,271 804 96 771,840

　　　(*)；分別収集見込総量から、環境省が調査した市町村独自処理（113千トン）を差し引いた量

  なお、小規模事業者分は市町村により処理されることとなる。

＜ 表  ２ ＞

小規模事業者
分の比率

前年度

1.ガラスびん（無色） 7％ (6%)

2.ガラスびん（茶色） 25％ (25%)

3.ガラスびん（その他の色） 10％ (11%)

4.ＰＥＴボトル 0％ (0%)

5.紙製容器包装 4％ (2%)

4％ (3%)

（４）特定容器比率（Ｇ）

＜ 表  ３ ＞

容器比率 前年度

5.紙製容器包装 88.52％ (87.13%)

92.39％ (91.69%)6.プラスチック製容器包装

特定分別基準適合物

　なお、ガラス製容器及びＰＥＴボトルは、いずれも特定容器のみであって特定包装はな
いため、本比率は１００％とする。

  特定事業者責任比率（Ｄ）及び平成20年度の再商品化義務総量（Ｆ）は、以下のとおり
設定した。

特定分別基準適合物

　特定容器比率（Ｇ）は、以下のとおり設定した。

6.プラスチック製容器包装
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（５）業種別比率（Ⅰ）

業種別比率（Ⅰ）は、以下のとおりに設定した。

＜ 表  ４ ＞
（単位：％）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

１．食料品製造業

１．食料品製造業 49.52 5.13 6.15 3.65

(49.14) (5.57) (4.95) (3.18)

２．清涼飲料製造業及び

２．清涼飲料製造業及び 21.66 40.59 23.82 93.14

　　茶・コーヒー製造業 (21.42) (33.14) (21.68) (93.77)

※

３．酒類製造業

３．酒類製造業 25.14 15.94 68.41 3.21

(26.10) (14.80) (71.68) (3.05)

４．油脂加工製品・石鹸・ -

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 1.43 47.54 2.08

５．医薬品製造業 1.24 37.31 0.32

(1.04) (45.98) (0.43)

６．化粧品・歯磨その他の 3.25 0.16 1.95
６．化粧品・歯磨その他の 2.09 0.76 0.84

　　化粧用調整品製造業 (2.03) (0.16) (0.96)

７．小売業

2.72 0.20 2.12

８．その他の事業 0.92 0.41 0.48
８．その他の事業 0.35 0.27 0.46

(0.27) (0.35) (0.30)

5.60 48.11 4.51 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00

合　　計 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)

※＝清涼飲料製造業
上段：平成20年度の最終数値案
下段：（　）内は平成19年度の最終数値

ＰＥＴボトル
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＜ 表  ４ ＞

（単位：％）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

１．食料品製造業 37.79 51.77

(39.76) (49.99)

２．清涼飲料製造業及び 5.38 5.34

　　茶・コーヒー製造業 (4.67) (4.54)

３．酒類製造業 3.13 0.30

(2.72) (0.38)

４．油脂加工製品・石鹸・ 6.62 5.14

　　合成洗剤・界面活性剤・ (5.81) (5.21)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 3.03 1.98

(3.55) (2.46)

６．化粧品・歯磨その他の 2.78 4.55

　　化粧用調整品製造業 (2.94) (4.35)

７．小売業 11.37 22.79

(12.28) (25.69)

８．その他の事業 29.90 8.13

(28.27) (7.38)

合　　計 100.00 100.00

(100.00) (100.00)

上段：平成20年度の最終数値案
下段：（　）内は平成19年度の最終数値
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（６）業種別特定容器利用事業者比率（Ｊ）

＜ 表  ５ ＞

（単位：％）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

利用 製造等 利用 製造等 利用 製造等 利用 製造等

１．食料品製造業

１．食料品製造業 95.26 4.74 98.73 1.27 96.96 3.04 88.70 11.30

(94.70) (5.30) (98.85) (1.15) (97.26) (2.74) (89.82) (10.18)

２．清涼飲料製造業及び

２．清涼飲料製造業及び 92.83 7.17 89.99 10.01 88.53 11.47 82.75 17.25

　　茶・コーヒー製造業 (92.56) (7.44) (89.59) (10.41) (86.77) (13.23) (84.12) (15.88)

※ ※

３．酒類製造業

３．酒類製造業 93.65 6.35 95.58 4.42 95.80 4.20 93.11 6.89

(94.31) (5.69) (94.93) (5.07) (96.17) (3.83) (92.41) (7.59)

４．油脂加工製品・石鹸・ － －

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・

　　塗料製造業

５．医薬品製造業

５．医薬品製造業 99.69 0.31 95.98 4.02 99.16 0.84

(99.53) (0.47) (95.59) (4.41) (99.39) (0.61)

６．化粧品・歯磨その他の

６．化粧品・歯磨その他の 98.70 1.30 94.08 5.92 99.20 0.80

　　化粧用調整品製造業 (98.94) (1.06) (97.54) (2.46) (99.22) (0.78)

７．小売業

８．その他の事業

８．その他の事業 98.91 1.09 93.74 6.26 95.50 4.50

(99.18) (0.82) (99.99) (0.01) (99.85) (0.15)

※＝清涼飲料製造業

上段：平成20年度の最終数値案

下段：（　）内は平成19年度の最終数値

　業種の区分ごとの特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の再商品化義務量の比率（業種別特
定容器利用事業者比率）は、以下のとおり設定した。

ＰＥＴボトル
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（６）業種の区分ごとの特定容器利用事業者の比率（Ｊ）

　業種の区分ごとの特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の再商
の比率は、以下のとおり設定した。

＜ 表  ５ ＞

（単位：％）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

利用 製造等 利用 製造等

１．食料品製造業 96.53 3.47 96.45 3.55

(96.35) (3.65) (95.83) (4.17)

２．清涼飲料製造業及び 92.39 7.61 95.87 4.13

　　茶・コーヒー製造業 (92.08) (7.92) (96.19) (3.81)

３．酒類製造業 95.70 4.30 98.77 1.23

(96.06) (3.94) (99.01) (0.99)

４．油脂加工製品・石鹸・ 95.46 4.54 90.02 9.98

　　合成洗剤・界面活性剤・ (95.35) (4.65) (90.32) (9.68)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 99.42 0.58 98.84 1.16

(99.44) (0.56) (98.79) (1.21)

６．化粧品・歯磨その他の 99.10 0.90 94.71 5.29

　　化粧用調整品製造業 (99.08) (0.92) (95.19) (4.81)

７．小売業 99.12 0.88 98.96 1.04

(98.98) (1.02) (99.16) (0.84)

８．その他の事業 99.51 0.49 98.13 1.87

(99.36) (0.64) (99.05) (0.95)

上段：平成20年度の最終数値案
下段：（　）内は平成19年度の最終数値
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事業系比率は以下のとおり設定した。

＜ 表  ６ ＞
（単位：％）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 0 0 10 0 0 0 10 0

(0) (0) (5) (0) (0) (0) (15) (5)

２．清涼飲料製造業及び 15 0 35 0 5 0 15 0

　　茶・コーヒー製造業 (15) (0) (40) (0) (0) (0) (15) (0)

※ ※

３．酒類製造業 30 5 20 5 20 10 20 0

(25) (5) (25) (5) (20) (10) (20) (0)

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・
　　塗料製造業

５．医薬品製造業 35 5 20 0 50 0

(40) (5) (20) (0) (50) (0)

６．化粧品・歯磨その他の 0 0 10 0 5 0

　　化粧用調整品製造業 (0) (0) (0) (0) (10) (0)

７．小売業

８．その他の事業 30 0 80 0 5 0

(25) (0) (75) (0) (5) (0)

※＝清涼飲料製造業
上段：平成20年度の最終数値案
下段：（　）内は平成19年度の最終数値

ＰＥＴボトル
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＜ 表  ６ ＞
（単位：％）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 15 5 15 5

(15) (0) (20) (5)

２．清涼飲料製造業及び 15 0 25 0

　　茶・コーヒー製造業 (20) (0) (25) (0)

３．酒類製造業 15 5 30 5

(10) (5) (20) (5)

４．油脂加工製品・石鹸・ 5 10 10 0

　　合成洗剤・界面活性剤・ (5) (10) (10) (5)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 45 5 60 25

(40) (0) (55) (25)

６．化粧品・歯磨その他の 5 0 5 0

　　化粧用調整品製造業 (5) (0) (10) (0)

７.小売業 25 10 10 5

(25) (10) (5) (10)

８．その他の事業 30 15 55 15

(40) (10) (60) (20)

包装（各業種共通） 30 25

(30) (25)

上段：平成20年度の最終数値案
下段：（　）内は平成19年度の最終数値
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（８）当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込量（Ｃ）

 当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込量（Ｃ）は、以下のとおり設定した。

＜ 表  ７ ＞

（単位：トン）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 261,896 289,403 16,694 25,672 10,598 11,570 17,551 20,608

(276,616) (315,010) (19,116) (28,999) (9,117) (9,921) (14,434) (15,886)

２．清涼飲料製造業及び 114,665 131,938 131,294 216,118 41,090 43,763 447,706 542,948

　　茶・コーヒー製造業 (120,257) (138,517) (113,861) (187,963) (39,752) (42,738) (424,139) (504,829)

※ ※

３．酒類製造業 133,528 164,687 50,694 103,989 118,161 137,052 15,429 19,769

(147,072) (179,036) (49,637) (103,551) (132,889) (150,608) (13,826) (17,649)

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 6,579 8,468 122,355 168,671 554 914

(5,812) (7,952) (158,404) (227,207) (802) (1,239)

６．化粧品・歯磨その他の 11,122 11,334 2,639 3,091 1,451 1,314

　　化粧用調整品製造業 (11,442) (12,015) (1,041) (1,340) (1,788) (2,048)

７．小売業

17,621 11,832 849 877 3,719 2,493

８．その他の事業 1,868 1,572 874 1,341 796 500

(1,516) (1,049) (1,199) (319) (546) (88)

※＝清涼飲料製造業
上段：平成20年度の最終数値案
下段：（　）内は平成19年度の最終数値

ＰＥＴボトル
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＜ 表  ７ ＞

（単位：トン）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 247,158 267,905 467,933 475,300

(279,807) (318,717) (446,391) (501,447)

２．清涼飲料製造業及び 35,147 47,349 48,223 82,789

　　茶・コーヒー製造業 (32,379) (45,370) (40,258) (72,858)

３．酒類製造業 20,588 19,024 2,726 5,271

(19,685) (19,538) (3,456) (4,828)

４．油脂加工製品・石鹸・ 43,479 42,636 46,451 55,035

　　合成洗剤・界面活性剤・ (40,862) (43,935) (46,433) (51,835)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 19,808 33,248 17,887 41,570

(24,958) (32,728) (22,137) (41,524)

６．化粧品・歯磨その他の 18,238 15,267 41,440 55,985

　　化粧用調整品製造業 (20,696) (19,827) (39,125) (54,196)

７．小売業 74,378 99,133 205,453 239,797

(86,552) (127,830) (230,569) (227,451)

８．その他の事業 196,064 302,893 74,227 215,582

(199,175) (374,747) (66,431) (212,619)

包装（各業種共通） 147,606 101,364

(172,366) (105,018)

上段：平成20年度の最終数値案

下段：（　）内は平成19年度の最終数値
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